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令和２年度浅川清流環境組合人事行政の運営等の状況の公表 

 

「浅川清流環境組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づ

き、令和２年度の職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件等の状況を公表し

ます。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

  浅川清流環境組合の職員は、日野市、国分寺市及び小金井市の３市から派

遣された職員のみで構成され、固有職員の任用はありません。 

【所属別・派遣元別職員配置状況（令和３年４月１日現在）】 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

  派遣元が実施する方法により、職員の人事評価を実施しました。 

 

３ 職員の給与の状況 

 ⑴ 職員給与等の状況 

 

 

 

⑵ 職員手当の状況 

 

 

 

 

 

 

⑶ 職員の平均年齢、平均給料月額等の状況（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

⑷ 級別職員数の状況（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

派遣元

総 務 課 ５人

合　　計
所属

日野市から
派遣

１人

小金井市から
派遣

―

国分寺市から
派遣

―

４人

事 務 局 １人

合　　計 13人

事 業 課 ７人

１人

３人

５人

２人

２人

４人

２人

２人

給　与　費
共　済　費 合　　計

118,366,082円

職員手当給　　料

52,258,800円 45,971,029円 20,136,253円

1,531,118円 25,581,769円 1,090,000円 45,971,029円

通勤手当 期末・勤勉手当 児童手当 合　　計

9,215,520円 210,000円 4,342,800円

職　員　手　当

職　員　手　当

時間外勤務手当扶養手当 地域手当 住居手当

1,917,822円

管理職手当

2,082,000円

40.7歳 324,946円 476,919円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

38.5%

職制上の段階

５級 部長の職務 事務局長

区　分 基準となる職務

４級 課長の職務、課長補佐の職務

主任の職務

１級 主事の職務

２級

３級 係長の職務

職員数

１人

課長、主幹、課長補佐

係長、主査

主任

事務職員、技術職員

２人

２人

５人

３人 23.1%

構成比

7.6%

15.4%

15.4%
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⑸ 特別職の報酬の状況（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 職員の勤務時間 

 

 

⑵ 年次有給休暇の取得状況（令和２年） 

 

 

⑶ 特別休暇等の状況（令和３年４月１日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,000円

報酬の月額

44,000円

40,000円

36,000円

32,000円

区　分

管 理 者

副管理者

議　会

議　長

副議長

議　員

８時30分

休憩時間

12時から13時まで

終了時刻

17時15分

１週間の正規の勤務時間

38時間45分

開始時刻

妊娠症状対応休暇

早期流産休暇
妊娠初期に流産した女性職員が、安静加療または心身の
疲労回復を要するために勤務が困難な場合で、流産した
日の翌日から７日以内

有給・無給付与日数・期間等

その都度必要と認められる期間

出産の前後を通じ16週間（多胎妊娠の場合にあっては24
週間）以内

公民権の行使

骨髄移植休暇

育児時間 １日２回、それぞれ45分

休暇の種類

介添休暇

生理休暇

産前及び産後の
休養

妊婦の通勤緩和
休暇

夏季休暇

忌引

７日以内

５日（子が複数いる場合は10日）以内

配偶者が出産する場合で、産前産後休養中に５日以内

ボランティア休暇

子どもの看護休暇

育児参加休暇

妊娠に起因する症状のため勤務が困難な場合で、合計10
日以内

配偶者が出産する場合で、出産予定日の１週間前から出
産日後２週間以内において、２日以内

死亡者の区分に応じ、１日から10日までの範囲内

無　給
職員がその要介護者の介護をするため、１日の勤務時間
の一部につき勤務しないことが相当であると認められる
場合で、必要な時間

妊産婦健康診断
通院休暇

短期介護休暇

妊娠中の女性職員が、健康診査又は保健指導を受ける場
合で、必要な時間

配偶者又は２親等以内の親族を介護する場合で、５日
（要介護者が複数いる場合は10日）以内

介護時間

介護休暇
連続する６月の期間内で必要と認められる期間及び連続
する６月の期間経過後、更に２回まで通算180日（連続す
る６月の期間内において既に承認した期間を含む）

有　給

必要な時間

必要と認められる期間

妊娠中の女性職員の健康保持及び胎児の発達を阻害しな
いよう交通混雑を避けるため勤務しない場合で、勤務時
間の始め又は終わりに１日につき１時間以内

結婚休暇

５日以内

７月１日から９月30日までの期間で、５日

取得率Ｂ／Ａ

29.8%

総取得日数Ｂ

78.1日

平均取得日数Ｂ／Ｃ

11.2日

職員数Ｃ

7人

総合付与日数Ａ

262日
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５ 職員の休業に関する状況 

 ⑴ 育児休業 

３歳に満たない子を養育する職員は、育児休業を取得できます。 

なお、取得実績はありませんでした。 

⑵ 育児部分休業 

小学校の始期に達するまでの子を持つ職員は、１日を通じ２時間を超え

ない範囲で部分休業を取得できます。 

なお、取得実績はありませんでした。 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 ⑴ 分限処分 

分限処分は、職員に一定の事由がある場合に、本人の意に反する不利益

な身分上の変動をもたらす処分です。その目的は公務能率の維持と向上を

図ることにあります。分限処分は、降任、免職、休職、降給の４種類で

す。 

なお、処分該当者はいませんでした。 

  【分限処分の事由】 

 

 

 

 

 

 ⑵ 懲戒処分 

   懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うためにな

される処分です。その目的は公務における規律と秩序を維持することにあ

ります。懲戒処分は、戒告、減給、停職、免職の４種類です。 

なお、処分該当者はいませんでした。 

  【懲戒処分の事由】 

 

 

 

 

７ 職員の服務の状況 

  職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当

たり、全力を挙げて専念しなければなりません。 

なお、服務違反該当者はいませんでした。 

【職員が守るべき義務】 

 

 

 

 

 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

区　分 内　　容

職務命令等に従う義務
職員は、職務遂行にあたり、法令等の規定に従い、かつ上司の職務命
令に忠実に従わなければなりません。

信用失墜行為の禁止
職員は、職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる行為を
してはなりません。

守秘義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
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８ 職員の退職管理の状況 

  離職後に営利企業等に就職している元職員が、離職前５年間の職務に属す

る契約等の事務に関して、離職後２年の間に、職務上の行為をするように、

又はしないように現職職員に働きかけることは禁止されています。 

なお、禁止事項に該当する事例はありませんでした。 

 

９ 職員の研修の状況 

  派遣元や東京都市町村職員研修所が実施する研修のほか、専門研修として

東京都公害防止管理者講習等の研修を受講しました。 

 

10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 ⑴ 福利厚生制度 

  ア 厚生制度（地方公務員法第 42条） 

職員は、各派遣元の互助会組織の会員となり、職員の保健、元気回復 

等を図っています。 

  イ 共済制度（地方公務員法第 43条及び地方公務員等共済組合法） 

職員と組合において分担拠出する財源により、医療関係等の短期給付

事業、年金関係等の長期給付事業、人間ドック利用助成等の福祉事業を

行っています。 

 ⑵ 公務災害等の状況 

   公務中や通勤中の災害によって、職員が負傷等をした場合には、地方公

務員災害補償基金から一定の補償が行われます。 

なお、該当する事例はありませんでした。 

 ⑶ 健康診断の状況 

   職員の健康管理のため、定期健康診断（労働安全衛生法第 66条）を実

施しました。 

 

11 公平委員会の業務の状況 

 ⑴ 勤務条件に関する措置の要求 

   職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対し 

て、組合の当局により適切な措置が執られるべきことを要求することがで

きます。 

なお、措置の要求はありませんでした。 

営利企業等の従事制限

職員は、営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合
は任命権者の許可を受けなければなりません。なお、公務の遂行に悪
影響をおよぼさないと判断できるものについては、任命権者の許可を
得ることによって営利企業等に従事することができます。

区　分 内　　容

政治的行為の制限
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為を
してはなりません。

争議行為等の禁止 職員は、争議行為等をしてはなりません。

職務専念義務
職員は、法律等に特別に定めがある場合を除き、勤務時間中全力で職
務遂行しなければなりません。
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 ⑵ 不利益処分に関する不服申立て 

   職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた場合は、公平

委員会に対して不服申立てをすることができます。 

なお、不服申立てはありませんでした。 


